
 

戸田市薬剤師会理事会 議事録       
 

日 時 令和６年１０月８日（火） 
１７；３０〜２１：００ 出席者 

武長、野口、小林、小澤、鎌田、

染川 
場 所 あおば薬局戸田公園 

 

議 題 
（１） C 会員新設について 

（２） 理事報酬について 

（３） 費用弁償について 

（４） ビブス作成について 

（５） その他 

会議内容 
（１） C 会員新設について （２）理事報酬について  （３）費用弁償について 

染川会長 

 

野口副会長 

 

 

 

 

染川会長 

 

 

 

野口副会長 

 

 

 

染川会長 

 

小澤理事 

 

 

 

武長楓会長 

 

 

 

C 会員の新設及び理事報酬について、野口副会長から説明をお願いします。 

 

戸田市薬剤師会の継続的な維持には、個人会員の増加が必須です。そのためには、日薬、県薬

への入会が前提の A 会員、B 会員だけでなく、市薬だけに入る C 会員という選択肢があったほうが

良いと思います。日薬、県薬への入会は費用負担が大きく、それが個人会員の入会の障壁になっ

ていることから C 会員の新設が必要と考えます。 

 

ネットからの情報では、他の薬剤師会の入会規定に C 会員を設けているところは比較的少ない。さ

いたま市薬は C 会員を設けているが、あくまで病院薬剤師会に加入する病院薬剤師が対象とかな

り限定的である。今後、他団体の情報を収集・分析する必要がある。 

 

理事報酬の提案については、理事就任を促進し責任を持って活動してもらうためです。 

理事報酬や費用弁償がインセンティブになるかはわからないが、少しでも状況が良くなればいいと

考えたからです。 

 

それでは、C 会員の新設について議論したいと思います。 

 

当社は A 会員のみ会社負担です。 

会社に所属する薬剤師が個人会員として入会するハードルは、非常に高いと思います。たとえ C 会

員を設けたとしても、会員になる強い動機（メリット）がない限り難しいと思います。 

 

C 会員の新設は賛成です。昔は、学校薬剤師の担い手が少なく、学校薬剤師は賛助会員として学

校薬剤師会に加入してもらっていた経緯があります。C 会員の新設により、学校薬剤師の担い手も

増えるのではないかと思います。 

 

記録日 令和 6 年 10 月 15 日 
記録者 染川智行 
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野口副会長 

 

 

染川会長 

 

 

 

C 会員を新設すると B 会員からの不満も出ると思います。 

B 会員と C 会員の差別化をしないと、B 会員の多くが C 会員に移行するだけになると思います。 

例えば、“B 会員は学校薬剤師ができる” “C 会員は健康祭りに参加できる” などのメリット・ディメリ

ットを具体的に示さないと問題が起きると思います。 

 

会員規程で、B 会員の要件である日薬、県薬への加入の規定を単純になくせば良いのではないか

と思います。 

 

B 会員のなかで、日薬、県薬入会者と未入会者の区分けをすると、県薬等からの通知を配信等の

事務負担が大幅に増えるため、やはり C 会員を新設した方が良いと思います。 

 

例えば、とだ地域活動薬剤師の会の会員を、そのまま C 会員に移行させることも考えられる。 

 

B 会員の減少は県薬からの部戻しが減少するというディメリットがあるが、その金額は年々減少して

いるため大きな影響はないと思います。 

 

例えば C 会員の会費を年 6,000 円（B 会員と同額）に設定した場合、費用弁償として会の活動に参

加する毎に 3,000 円を支給することにすれば、年２回程度の参加で年会費分が相殺されるなど、費

用弁償を並行して議論することも必要だと思う。 

 

費用が発生してしまうと個人の活動ということになり、会社としては逆にその活動を認めにくくなること

も考えられる。 

薬剤師会入会のメリットは地域貢献活動に関与できるかどうかであり、健康祭などの活動がいくつか

あれば多少費用負担があっても入会の同期になると思う。 

 

弁償費用を個人が受け取るか会社が受け取るか選択肢を設ければ良いのではないかと思います。 

 

かかりつけ薬剤師の要件として地域貢献活動があるため、健康祭りに多くの薬剤師が参加している

という背景があります。 

 

小林先生の入会の動機を聞かせてください。 

 

入った動機は地域貢献活動です。個人の薬局として薬剤師会に入らずに地域貢献として認められ

る活動があるかを厚生局に確認したところ、薬剤師会に入会した方が良いとのアドバイスを受けたか

らです。 

 

個人会員の増加には、まず間口を広げることが必要だと思います。 

今後は、C 会員を新設により何か問題が起きるかを議論した方が良いと思います。 

 

個人会員として、B 会員と C 会員を設けること自体は問題ないという認識で良いですね。 

この C 会員の新設については、年度末の決定を目途に議論を継続したいと思いますので、情報収

集等にご協力ください。 
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それでは次に理事報酬について議論したいと思います。 

 

理事報酬については、勤務薬剤師の場合は会社の承認が必要になるため、理事になるべき人がな

れなくなるということも考えられると思います。 

 

経営者としての意見としては、従業員が薬剤師会活動をするということは、会社の資源を無償で薬

剤師会に提供しているということになるので、法人に対しての手当は何か考える必要があると思う。 

理事報酬を会社に入れるか、個人に入れるかは選択制にして、法人に対して入れる仕組みを作る

必要があると考えます。 

 

理事報酬に関しては、法人・個人への支払いの選択肢を設けること自体は問題ないという認識でよ

いですね。 

小澤理事このことで何か意見はありますか？ 

 

個人的には、働いたことに対しての報酬は必ず受け取るべきだと考えます。会社に入れるということ

であれば、会社が残業代として支払うかどうかということになると思います。 

 

B 会員、C 会員が理事になった場合、個人会員の報酬を会社が受け取るのかなど色々と問題はあ

ると思う。大きな会社ほど難しいのではないかと思う。 

 

理事報酬の設定に関しては、資料として財務状況を添付しているのでそれも参考にしてください。 

この理事報酬、費用弁償等の導入に関しても、年度末の決定を目途に議論を継続したいと思いま

すので、情報収集等にご協力ください。 

 

 

（４） ビブス作成について 

鎌田理事 
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健康まつりなどの活動で、戸田市薬剤師会の名称の入ったビブスを着用することにより、多くの市民

に戸田市薬剤師会を認知してもらうことを目的に提案しました。 

ただし、管理、回収、クリーニング等の問題がある。 

ビブスを会員全員に渡してしまえば管理は個人になるが、会で管理するとなるとどのようにするかな

ど問題がある。 

 

薬物乱用防止キャンペーンでは、ビブスやタスキを着用している。 

ビブスを５枚ぐらい作って、健康まつり等で正面に出る担当者のみ着用するのが良いと思う。 

 

管理を考えると、会員全員に配布した方が良いと思います。 

 

イベントの時に無料配布すれば良いのではないか？ 

 

それだとイベントのたびに誰かが持っていかなくてはならなくなる。 

 

講演など一人で行うイベントもあるため個人が持っていた方が良いと思う。 

 



染川会長 この件も、継続案件にしたいと思います。 

 

 

（１） その他 
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日本薬剤師会学術会議埼玉大会の事前登録者報酬の精算については、10/15〜10/31 月・火・

木・金 9:00-17:00 あおば薬局戸田公園 領収書と交換 でお願いします。 

 

次に先の健康まつりの振り返りをしたいと思います。 

 

アンケートが、景品を渡すための手段になっていないかということに違和感を感じました。 

本来の趣旨は、お薬の相談を受けるためのツールであったと思うが、来場者数が非常に多かった

ため捌くだけで手一杯になってしまったようにも思う。次回以降は、そこのオペレーションをよく考

えた方が良いと思います。 

また、アンケートの集計をどこまで行て、その結果をどうするのかなどをよく考えないとアンケートを

とった意味がないと思います。 

 

まずは薬剤師会のブースに来てもらうことを大前提とし、そのためにはただアンケートを書いてくだ

さいというのでは無理があるので、じゃあなにか差し上げるものを用意しようということになったとい

うことです。また、薬剤師の多くは地域貢献活動としての「健康祭」に参加することが目的であり、

来場者の健康相談等の活動を真面目に考えて参加している人はごく一握りだと思います。 

オペレーションについては、大多数が初参加であったため細かい指示を出しても混乱するだけな

ので、班の４人に任せて自由に動いて貰いました。 

また、このイベントはあくまでお祭りなので、そこまで目的を考える必要はないと思う。いかにどれだ

けの人に来てもらえるか薬剤師会として士気を高めて追求した方が良いと思う。そうすることによ

り、戸田市薬剤師会の存在が認知されるのではないかと思います。 

 

アンケートを取るのであれば、何に使うのかを明確にする必要があると思う。市民アンケートで５００

近いサンプルを抽出する機会はなかなかので、学術大会発表などのためのデータとして利用でき

る可能性がある。 

 

スタッフとして参加した薬剤師から、「アンケートの結果を戸田市薬剤師会 H P に掲載します。」と

記載した戸田市薬剤師会 H Pの Q R コード入りのチラシを配布すれば、多くの市民を H Pに誘

導できるのではとの意見があリマした。 

 

アンケート自体を、Q R コードから取り込むという方法も検討した方が良いと思います。 

 

健康まつりの振り返りは以上とします。アンケートの集計や写真については後日 H P に掲載しま

す。健康まつりについては、今後も議論を継続したいと思います。 

 
 

決定事項 
l 健康まつりのアンケート集計、写真の H P掲載 



 

検討事項 
l C 会員新設 

l 理事報酬 

l 費用弁償 

• 弁償費用を個人・法人の受領選択肢の検討 

会社が勤務薬剤師を薬剤師会の活動に参加させる動機付になるか？ 

l ビブスの作成 
 

 


